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次
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告

示

○
平
成
二
十
年
東
京
都
告
示
第
四
百
四
十
三
号
（
東
京
都
建
築
基
準
法
施
行
細
則
に
よ
る
調
査

の
項
目
等
）
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
企
画
課
）…
一

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
六
十
五
号

平
成
二
十
年
東
京
都
告
示
第
四
百
四
十
三
号
（
東
京
都
建
築
基
準
法
施
行
細
則
に
よ
る
調
査
の
項
目

等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
六
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

別
表
一
の
部
⑴
の
項
中
「
目
視
」
を
「
目
視
又
は
こ
れ
に
類
す
る
方
法
（
以
下
「
目
視
等
」
と
い

う
。
）
」
に
改
め
、
同
部
⑵
の
項
、
⑶
の
項
及
び
⑸
か
ら
⑺
ま
で
の
項
中
「
目
視
」
を
「
目
視
等
」
に

改
め
、
同
部
⑻
の
項
中
「
窓
先
空
地
の
」
を
「
窓
先
空
地
又
は
窓
先
の
空
間
の
」
に
改
め
、
「
第
十
九

条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
第
三
項
」
を
加
え
、
同
部
⑼
の
項
中
「
の
屋
外
通
路
」
の
下
に
「
又
は
窓

先
の
空
間
に
面
す
る
バ
ル
コ
ニ
ー
等
か
ら
通
ず
る
直
通
階
段
か
ら
道
路
等
に
至
る
ま
で
の
屋
外
通
路
」

を
、
「
第
十
九
条
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
第
四
項
」
を
加
え
、
同
部
⑽
の
項
中
「
又
は
窓
先
空
地
」

を
「
、
窓
先
空
地
」
に
、
「
屋
外
通
路
等
の
」
を
「
屋
外
通
路
等
、
窓
先
の
空
間
又
は
窓
先
の
空
間
に

面
す
る
バ
ル
コ
ニ
ー
等
か
ら
通
ず
る
直
通
階
段
か
ら
道
路
等
に
至
る
ま
で
の
屋
外
通
路
等
の
」
に
、

「
目
視
」
を
「
目
視
等
」
に
、
「
又
は
第
二
項
」
を
「
、
第
二
項
」
に
、
「
屋
外
通
路
等
に
」
を
「
屋

外
通
路
、
第
三
項
に
規
定
す
る
窓
先
の
空
間
又
は
第
四
項
に
規
定
す
る
窓
先
の
空
間
に
面
す
る
バ
ル
コ

ニ
ー
等
か
ら
通
ず
る
直
通
階
段
か
ら
道
路
等
に
至
る
ま
で
の
屋
外
通
路
に
」
に
改
め
、
同
部
⑿
の
項
中

「
目
視
、
」
を
「
目
視
等
又
は
」
に
改
め
、
同
部
⒀
の
項
及
び
⒁
の
項
中
「
必
要
に
応
じ
て
双
眼
鏡
等

を
使
用
し
目
視
」
を
「
目
視
等
」
に
改
め
、
同
部
⒂
の
項
中
「
目
視
」
を
「
目
視
等
」
に
改
め
、
同
部

⒃
の
項
中
「
必
要
に
応
じ
て
双
眼
鏡
等
を
使
用
し
目
視
」
を
「
目
視
等
」
に
改
め
、
同
部
⒄
の
項
中

「
目
視
」
を
「
目
視
等
」
に
改
め
る
。

別
表
二
の
部
⑴
か
ら
⑷
ま
で
の
項
中
「
目
視
」
を
「
目
視
等
」
に
改
め
、
同
部
⑹
か
ら
⒁
ま
で
の
項

中
「
必
要
に
応
じ
て
双
眼
鏡
等
を
使
用
し
目
視
」
を
「
目
視
等
」
に
改
め
、
同
部
⒂
の
項
中
「
必
要
に

応
じ
て
双
眼
鏡
等
を
使
用
し
目
視
に
よ
り
確
認
し
」
を
「
目
視
等
」
に
改
め
、
同
部
⒄
の
項
中
「
必
要

に
応
じ
て
双
眼
鏡
等
を
使
用
し
目
視
」
を
「
目
視
等
」
に
改
め
、
同
部
⒅
の
項
中
「
必
要
に
応
じ
て
双

眼
鏡
等
を
使
用
し
目
視
に
よ
り
確
認
し
」
を
「
目
視
等
」
に
改
め
る
。

別
表
三
の
部
⑴
か
ら
⑸
ま
で
の
項
中
「
目
視
」
を
「
目
視
等
」
に
改
め
、
同
部
⑺
の
項
中
「
必
要
に

応
じ
て
双
眼
鏡
等
を
使
用
し
目
視
に
よ
り
確
認
し
」
を
「
目
視
等
」
に
改
め
、
同
部
⑻
の
項
及
び
⑼
の

項
中
「
目
視
」
を
「
目
視
等
」
に
改
め
る
。

別
表
四
の
部
⑹
の
項
中
「
目
視
」
を
「
目
視
等
」
に
改
め
、
同
部
⑺
か
ら
⑾
ま
で
の
項
中
「
必
要
に

応
じ
て
双
眼
鏡
等
を
使
用
し
目
視
」
を
「
目
視
等
」
に
改
め
、
同
部
⒀
か
ら
⒃
ま
で
の
項
、
⒅
か
ら
⒇

ま
で
の
項
及
び
22
の
項
中
「
目
視
」
を
「
目
視
等
」
に
改
め
、
同
部
23
の
項
中
「
あ
っ
て
は
」
を
「
あ

っ
て
は
、
」
に
、
「
目
視
」
を
「
目
視
等
」
に
改
め
、
同
部
25
の
項
中
「
必
要
に
応
じ
て
双
眼
鏡
等
を

使
用
し
目
視
に
よ
り
確
認
し
」
を
「
目
視
等
」
に
改
め
、
同
部
26
の
項
中
「
必
要
に
応
じ
て
双
眼
鏡
等

を
使
用
し
目
視
」
を
「
目
視
等
」
に
改
め
、
同
部
27
の
項
か
ら
34
ま
で
の
項
い
の
欄
中
「
限
る
。
）
又

は
戸
」
を
「
限
る
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
戸
（
令
第
百
十
二
条
第
十
九
項
第
二
号
に

掲
げ
る
戸
に
限
る
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
改
め
、
同
部
27
の
項
及
び
28
の
項
中
「
目

視
」
を
「
目
視
等
」
に
改
め
、
同
部
29
の
項
中
「
防
火
扉
又
は
戸
」
を
「
防
火
扉
」
に
、
「
常
閉
防
火

扉
等
」
を
「
常
閉
防
火
扉
」
に
改
め
、
同
部
30
の
項
中
「
目
視
」
を
「
目
視
等
及
び
設
計
図
書
等
」
に

改
め
、
同
部
31
の
項
中
「
常
時
閉
鎖
又
は
」
を
「
常
時
閉
鎖
若
し
く
は
」
に
改
め
、
「
（
以
下
「
常
閉

防
火
設
備
等
」
と
い
う
。
」
）
」
を
削
り
、
「
目
視
」
を
「
目
視
等
」
に
、
「
常
閉
防
火
設
備
等
の
変

形
」
を
「
常
時
閉
鎖
若
し
く
は
作
動
し
た
状
態
に
あ
る
防
火
設
備
若
し
く
は
戸
の
劣
化
」
に
、
「
又
は

遮
煙
性
能
（
令
第
百
十
二
条
第
十
九
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
防
火
設
備
又
は
常
閉
防
火
設
備
等
に
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限
る
。
）
」
を
「
若
し
く
は
遮
煙
性
能
」
に
改
め
、
同
部
32
の
項
中
「
常
閉
防
火
設
備
等
の
閉
鎖
又
は

作
動
の
」
を
「
各
階
の
主
要
な
常
時
閉
鎖
若
し
く
は
作
動
し
た
状
態
に
あ
る
防
火
設
備
又
は
戸
の
閉
鎖

若
し
く
は
作
動
の
」
に
、
「
各
階
の
主
要
な
常
閉
防
火
設
備
等
の
閉
鎖
又
は
」
を
「
各
階
の
主
要
な
常

時
閉
鎖
若
し
く
は
作
動
し
た
状
態
に
あ
る
防
火
設
備
又
は
戸
の
閉
鎖
若
し
く
は
」
に
、
「
常
閉
防
火
設

備
等
が
閉
鎖
又
は
」
を
「
各
階
の
主
要
な
常
時
閉
鎖
若
し
く
は
作
動
し
た
状
態
に
あ
る
防
火
設
備
又
は

戸
が
閉
鎖
若
し
く
は
」
に
改
め
、
同
部
33
の
項
中
「
常
閉
防
火
設
備
等
の
閉
鎖
又
は
作
動
の
」
を
「
常

時
閉
鎖
若
し
く
は
作
動
し
た
状
態
に
あ
る
防
火
設
備
又
は
戸
の
閉
鎖
若
し
く
は
作
動
の
」
に
、
「
放
置

の
状
況
」
を
「
放
置
並
び
に
照
明
器
具
及
び
懸
垂
物
等
の
状
況
」
に
、
「
目
視
」
を
「
目
視
等
」
に
、

「
放
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
常
閉
防
火
設
備
等
の
閉
鎖
又
は
」
を
「
放
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
に

よ
り
常
時
閉
鎖
若
し
く
は
作
動
し
た
状
態
に
あ
る
防
火
設
備
又
は
戸
の
閉
鎖
若
し
く
は
」
に
改
め
、
同

部
34
の
項
中
「
常
閉
防
火
扉
等
の
固
定
」
を
「
常
時
閉
鎖
し
た
状
態
に
あ
る
防
火
扉
又
は
戸
の
固
定
」

に
、
「
目
視
」
を
「
目
視
等
」
に
、
「
常
閉
防
火
扉
等
が
」
を
「
常
時
閉
鎖
し
た
状
態
に
あ
る
防
火
扉

又
は
戸
が
」
に
改
め
、
同
部
36
の
項
を
削
り
、
同
部
35
の
項
中
「
必
要
に
応
じ
て
双
眼
鏡
等
を
使
用
し

目
視
に
よ
り
確
認
し
」
を
「
目
視
等
」
に
改
め
、
同
項
を
同
部
36
の
項
と
し
、
同
部
34
の
項
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

35

各
階
の
主
要

な
常
時
閉
鎖

し
た
状
態
に

あ
る
防
火
扉

の
取
付
け
の

状
況

各
階
の
主
要

な
常
時
閉
鎖

し
た
状
態
に

あ
る
防
火
扉

の
取
付
け
の

状
況
を
目
視

等
又
は
触
診

に
よ
り
確
認

す
る
。

各
階
の
主
要

な
常
時
閉
鎖

し
た
状
態
に

あ
る
防
火
扉

の
取
付
け
が

堅
固
で
な
い

こ
と
。

別
表
四
の
部
37
の
項
中
「
目
視
」
を
「
目
視
等
」
に
改
め
、
同
部
48
の
項
中
「
必
要
に
応
じ
て
双
眼

鏡
等
を
使
用
し
目
視
」
を
「
目
視
等
」
に
改
め
、
同
項
を
同
部
49
の
項
と
し
、
同
部
47
の
項
中
「
必
要

に
応
じ
て
双
眼
鏡
等
を
使
用
し
目
視
」
を
「
目
視
等
」
に
改
め
、
同
項
を
同
部
48
の
項
と
し
、
同
部
46

の
項
を
同
部
47
の
項
と
し
、
同
部
45
の
項
を
同
部
46
の
項
と
し
、
同
部
44
の
項
中
「
状
況
」
の
下
に

「
（
自
然
換
気
設
備
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
項
を
同
部
45
の
項
と
し
、
同
部
43
の
項
を
削
り
、
同

部
42
の
項
を
同
部
44
の
項
と
し
、
同
部
41
の
項
を
同
部
43
の
項
と
し
、
同
部
40
の
項
中
「
目
視
」
を

「
目
視
等
」
に
改
め
、
同
項
を
同
部
42
の
項
と
し
、
同
部
39
の
項
を
同
部
41
の
項
と
し
、
同
部
38
の
項

中
「
目
視
」
を
「
目
視
等
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

39

ス
プ
リ
ン

ク
ラ
ー
設

備
（
令
和

六
年
国
土

交
通
省
告

示
第
二
百

八
十
四
号

第
一
第
一

号
又
は
第

二
号
ニ
に

規
定
す
る

ス
プ
リ
ン

ク
ラ
ー
設

備
）

ス
プ
リ
ン
ク

ラ
ー
設
備
の

設
置
の
状
況

目
視
等
及
び

設
計
図
書
等

に
よ
り
確
認

す
る
。
た
だ

し
、
六
月
以

内
に
実
施
し

た
消
防
法
に

基
づ
く
点
検

の
記
録
が
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
当

該
記
録
に
よ

り
確
認
す
る

こ
と
で
足
り

る
。

火
災
の
感
知

若
し
く
は
散

水
の
た
め
に

必
要
な
設
備

が
設
置
さ
れ

て
い
な
い
こ

と
又
は
設
備

の
周
囲
の
状

況
に
よ
り
火

災
の
感
知
若

し
く
は
散
水

に
支
障
が
あ

る
こ
と
。

40

ス
プ
リ
ン
ク

ラ
ー
設
備
の

劣
化
及
び
損

傷
の
状
況

目
視
等
に
よ

り
確
認
す
る
。

た
だ
し
、
六

月
以
内
に
実

施
し
た
消
防

法
に
基
づ
く

点
検
の
記
録

が
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、

当
該
記
録
に

よ
り
確
認
す

る
こ
と
で
足

り
る
。

ス
プ
リ
ン
ク

ラ
ー
ヘ
ッ
ド

に
著
し
い
腐

食
、
変
形
、

損
傷
等
が
あ

る
こ
と
。

別
表
五
の
部
⑷
か
ら
⑺
ま
で
の
項
中
「
目
視
」
を
「
目
視
等
」
に
改
め
、
同
部
⑻
の
項
中
「
バ
ル
コ

ニ
ー
の
」
を
「
バ
ル
コ
ニ
ー
及
び
避
難
上
有
効
な
バ
ル
コ
ニ
ー
か
ら
直
通
階
段
ま
で
安
全
に
避
難
で
き

る
避
難
経
路
（
条
例
第
十
九
条
第
三
項
を
適
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
」
に
、
「
目
視
」
を
「
目
視

等
」
に
改
め
、
同
部
⑼
の
項
及
び
⑽
の
項
中
「
目
視
」
を
「
目
視
等
」
に
改
め
、
同
部
⑾
の
項
中
「
状

況
」
の
下
に
「
及
び
器
具
等
か
ら
直
通
階
段
ま
で
安
全
に
避
難
で
き
る
避
難
経
路
の
確
保
の
状
況
（
条
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例
第
十
九
条
第
三
項
を
適
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
「
目
視
」
を
「
目
視
等
」
に
改
め
、

同
部
⑿
の
項
、
⒀
の
項
、
⒂
の
項
及
び
⒃
の
項
中
「
目
視
」
を
「
目
視
等
」
に
改
め
、
同
部
⒄
の
項
中

「
目
視
」
を
「
目
視
等
」
に
、
「
、
設
計
図
書
」
を
「
及
び
設
計
図
書
」
に
改
め
、
同
部
⒅
か
ら
⒇
ま

で
の
項
及
び
22
の
項
中
「
目
視
」
を
「
目
視
等
」
に
改
め
、
同
部
23
の
項
を
削
り
、
同
部
24
の
項
中

「
目
視
」
を
「
目
視
等
」
に
改
め
、
同
項
を
同
部
23
の
項
と
し
、
同
部
25
の
項
中
「
目
視
」
を
「
目
視

等
」
に
改
め
、
同
項
を
同
部
24
の
項
と
し
、
同
部
26
の
項
を
同
部
25
の
項
と
し
、
同
部
27
の
項
中
「
目

視
」
を
「
目
視
等
」
に
改
め
、
同
項
を
同
部
26
の
項
と
し
、
同
部
28
の
項
を
削
り
、
同
部
29
の
項
中

「
目
視
」
を
「
目
視
等
」
に
改
め
、
同
項
を
同
部
27
の
項
と
し
、
同
部
30
の
項
を
削
り
、
同
部
31
の
項

中
「
目
視
」
を
「
目
視
等
」
に
改
め
、
同
項
を
同
部
28
の
項
と
し
、
同
部
32
の
項
中
「
目
視
」
を
「
目

視
等
」
に
改
め
、
同
項
を
同
部
29
の
項
と
し
、
同
部
33
の
項
中
「
目
視
」
を
「
目
視
等
」
に
改
め
、
同

項
を
同
部
30
の
項
と
し
、
同
部
34
の
項
中
「
単
に
」
を
削
り
、
「
目
視
」
を
「
目
視
等
」
に
改
め
、
同

項
を
同
部
31
の
項
と
し
、
同
部
35
の
項
中
「
目
視
」
を
「
目
視
等
」
に
改
め
、
同
項
を
同
部
32
の
項
と

し
、
同
部
36
の
項
を
削
り
、
同
部
37
の
項
中
「
目
視
」
を
「
目
視
等
」
に
改
め
、
同
項
を
同
部
33
の
項

と
し
、
同
部
38
の
項
中
「
目
視
」
を
「
目
視
等
」
に
改
め
、
同
項
を
同
部
34
の
項
と
し
、
同
部
39
の
項

を
削
り
、
同
部
40
の
項
中
「
目
視
」
を
「
目
視
等
」
に
改
め
、
同
項
を
同
部
35
の
項
と
し
、
同
部
41
の

項
及
び
42
の
項
を
削
る
。

別
表
六
の
部
⑹
の
項
及
び
⑻
の
項
中
「
目
視
」
を
「
目
視
等
」
に
改
め
、
同
部
⑼
の
項
及
び
⑽
の
項

中
「
必
要
に
応
じ
て
双
眼
鏡
等
を
使
用
し
目
視
」
を
「
目
視
等
」
に
改
め
、
同
部
⑾
の
項
及
び
⑿
の
項

中
「
目
視
」
を
「
目
視
等
」
に
改
め
、
同
部
⒀
か
ら
⒄
ま
で
の
項
中
「
必
要
に
応
じ
て
双
眼
鏡
等
を
使

用
し
目
視
」
を
「
目
視
等
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
そ
の
１
中
「窓
先
空
地
の

」
を
「窓

先
空
地
又
は
窓
先
の
空
間
の

」
に
、
「屋

外
通
路

の

」
を
「屋

外
通
路
又
は
窓
先
の
空
間
に
面
す
る
バ
ル
コ
ニ
ー
等
か
ら
通
ず
る
直
通
階
段
か
ら
道
路
等

に
至
る
ま
で
の
屋
外
通
路
の

」
に
、
「窓

先
空
地
又
は

」
を
「窓

先
空
地
、

」
に
、
「屋

外
通
路
等

」

を
「屋

外
通
路
等
、
窓
先
の
空
間
又
は
窓
先
の
空
間
に
面
す
る
バ
ル
コ
ニ
ー
等
か
ら
通
ず
る
直
通
階
段

か
ら
道
路
等
に
至
る
ま
で
の
屋
外
通
路
等

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
そ
の
３
中

「

」
を
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「

」
に

改
め
る
。

別
記
様
式
そ
の
４
中

「

」
を

「

」
に
、
「避

難
上
有
効
な
バ
ル
コ
ニ
ー
の
確
保

」
を

「避
難
上
有
効
な
バ
ル
コ
ニ
ー
及
び
避
難
上
有
効
な
バ
ル
コ
ニ
ー
か
ら
直
通
階
段
ま
で
安
全
に
避
難
で

き
る
避
難
経
路
（
条
例
第
１９条

第
３
項
を
適
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
確
保

」
に
、
「避

難
器
具
等

の
設
置
の
状
況

」
を
「避

難
器
具
等
の
設
置
の
状
況
及
び
器
具
等
か
ら
直
通
階
段
ま
で
安
全
に
避
難
で

き
る
避
難
経
路
の
確
保
の
状
況
（
条
例
第
１９条

第
３
項
を
適
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）

」
に
、

「

」
を

「

」
に
改

め
る
。

別
記
様
式
そ
の
５
中

「

」
を

「

」
に
改
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め
る
。

別
記
様
式
そ
の
６
中
「特

定
建
築
物

」
を
「建

築
物

」
に
、
「削

除
し
て
構
い
ま
せ
ん

」
を
「記

入

不
要
で
す

」
に
、
「記

入
し
な
く
て
も
構
い
ま
せ
ん

」
を
「記

入
不
要
で
す

」
に
、
「防

火
設
備
の
設

置
」

を「
防
火
設
備
（
防
火
ダ
ン
パ
ー
を
除
く
。
）
の
設
置

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
そ
の
６
別
添
１
中
「添

付
し

」
を
「添

付
し
、
防
火
区
画

」
に
、

「

」
を

「

」
に
、

「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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